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１．軽減税率が企業に与える影響等 

（１）軽減税率が影響する業種 

平成31年10月1日以後においては、すべての事業者が、酒類・外食を除く飲食料品や一定の

新聞に適用される軽減税率分とそれ以外の商品等に適用される標準税率分とに区分して、商品管

理や経理処理、消費税の申告・納税をすることになります。 

例えば、飲食店を営む事業者の場合には、飲食店での売上げ（標準税率）と出前やテイクアウ

トの売上げ（食料品の販売は軽減税率）は、税率が異なるため区分して消費税を計算することと

なります。 

また、スーパーなどのように飲食料品と食料品以外の商品を販売する事業者も税率ごとに領収

書等に明示した上で区分して消費税を計算しなければなりません。 

なお、飲食料品を販売する事業者でなくても食料品を購入する場合には、軽減税率で処理する

こととなり、課税仕入れについて区分して申告する必要があります。 

したがって、軽減税率制度の導入は、すべての企業に対して影響することとなります。 

 

  ① 食品加工・食品製造業の場合 

    食品の加工や製造を行い飲食料品の販売を行う場合の売上げは、原則として軽減税率の対象と

なります。ただし、小売業者に飲食料品とは別に包装材料等を販売する場合には、標準税率が適

用されます。また、加工品や製品の製造過程で発生したものを家畜等の飼料として販売して場合

も標準税率が適用されます。 

    したがって、売上げの計算については、加工品・製品の売上げとそれ以外の売上げとを区分し

て計算する必要があります。 

    仕入れについては、加工品や製品の原料として飲食料品を仕入れた場合には軽減税率の対象と

なりますが、その原料に酒類がある場合や容器や包装材料を仕入れた場合には、標準税率が適用

されます。 

    したがって、仕入税額の計算の際には、食材とこれら包装材料等の食品以外とを区分して計算

する必要があります。 

 

  ② 飲食料品の卸売業の場合 

    飲食料品を小売店に販売している場合（卸売業）の売上げやその仕入れは、原則として軽減税

率の対象となります。ただし、包装材料等を飲食料品とは別個に販売する場合の売上げや仕入れ

は、標準税率が適用されます。 

    したがって、売上げや仕入れの税額計算の際には、食材とこれら包装材料等の食品以外とを区

分して計算する必要があります。 

 

 

 

 


